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事実の概要

　Ｘは、国立大学法人Ｙ１に所属していた学生で、
Ｙ２はＹ１の学長（当時）、Ｙ３は学部長（当時）、Ｙ４は、
Ｘの所属するコースのコース長（当時）である。
　Ｙ１の通則には、「学生が退学しようとするとき
は、詳細な事由を記載した退学願いを当該学部長
に提出し、その許可を受けなければならない（29
条）」「授業料の納付を怠り督促を受け、なお納付
しない学生は、当該学部の教授会の議を経て、総
長が除籍する（30 条 4号）」「前期又は後期の中途
において退学し、又は退学を命ぜられ若しくは除
籍された場合は、別に定める場合を除き、これら
の場合のいずれかに該当することとなった日の
属する期に係る授業料を納付しなければならな
い（39 条 1項）」という趣旨の記載がある。また、
Ｙ１授業料等免除内規では、「前期又は後期の一部
の期間を休学した場合の免除すべき額」を定め（11
条 2 項）、除籍等内規には、「Ｙ１の学部等に在学
する者で、授業料を 2期納付せず、督促を受け
てもなお納付しないときは、本件通 30 条 4 号よ
り、当該授業料の 2期目の納付に係る学期の末
日をもって除籍する」旨の定めがある（2条）。
　Ｘは、平成 24 年度のＹ１の入学試験に合格し、
入学料の納付などの入学手続を完了した上で、同
年 4月 1 日にＹ１大学と在学契約を締結し、Ｙ１
に入学した。Ｘは、平成 25 年 4 月 1 日から工学
部情報メディアネットワークコース 2年に進学
したが、同年 10 月 28 日、Ｙ１に休学願いを提出
し、同年 11 月 1日から平成 26 年 3月 31 日まで
の休学が許可された。Ｘは、その後も複数回休学

願いを提出し、同年 4月 1日から平成 28 年 3 月
31 日までの間、Ｙ１から継続して休学が許可され
た。そのため、授業料等免除内規 11 条 2 項に基
づき、平成 25 年度の授業料のうち、休学の許可
された同年 11 月から平成 26 年 3 月までの 5か
月分の授業料が免除された結果、平成 25 年 10
月分の授業料が未納となった。
　そこで、Ｙ１は、平成 25 年 11 月 15 日付けで、
Ｘに対し、同年 10 月分の授業料 4万 4,650 円の
納付を請求したが、Ｘはこれに応ぜず、Ｙ１は、
平成26年1月31日付けでＸに督促状を送付した。
　Ｘは、平成 27 年 6 月 24 日、Ｙ１に対し、退学
理由を復学する意思がないためとした退学願いの
写しを提出した。これに対して、Ｙ４は、授業料
の支払いは学生の中核的な義務であり、通則 39
条などの下で授業料の未納がある学生の退学を認
めることは、中核的な義務を怠った学生が除籍を
免れることになり衡平を欠くことから、授業料の
未納がある場合にはこれを完納するまで退学願い
を受理しない運用（明文規定に存在しない）により、
退学願いが正規に提出されても受理されない旨述
べた。Ｘは、平成 27 年 7 月 27 日に退学願いを
正式に提出したが、Ｙ１は、平成 28 年 2 月 1 日
付けの書面で、Ｘに対し、退学が認められない旨
を通知した。
　Ｘは、Ｙ２は、Ｙ１の学長としてＸの退学につい
て最終決定権を有し（学校教育法93条2項）、Ｙ３は、
学部長として退学の許否を決する立場にあったと
ころ、ＹらがＸの退学を拒絶し、在学契約の解除
に応じなかったことにより、約 10 億 6,000 万円
の損害を被ったとして、Ｙらに対して国家賠償法
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に基づく損害賠償を請求した。

判決の要旨

　一部認容、一部棄却。
　１　Ｙ１～Ｙ４がＸの退学を拒絶したことが、国家
　　　賠償法1条 1項の適用上違法な公権力の行使
　　　に当たるか
　「……在学契約においては、大学が学生に対し
教育役務を提供するとともにこれに必要な教育施
設等を利用させる義務を負い、学生は大学に対し
これに対する対価を支払う義務を負うことが中核
的な要素とされているものの、教育を受ける権利
を保障している憲法 26 条 1 項の趣旨や教育の理
念に鑑みると、……学生が当該大学において教育
を受けるかどうかについては、当該学生の意思が
最大限尊重されるべきであるから、学生は、原則
として、いつでも任意に在学契約を将来に向かっ
て解除することができると解するのが相当であ
る。このような考えに立てば、大学の学則におい
て、学生の側からの退学（在学契約の解除）につ
いて学長等の許可を要するなどと定められている
場合でも、これらの定めをもって、学生による在
学契約の解除権の行使を制約し、あるいは在学契
約の解除の効力を妨げる趣旨のものと解すべきで
はない……。したがって、退学については学部長
の許可を要する旨定める本件通則 29 条は、退学
が学生の身分に重大な影響を及ぼすものであるこ
とを考慮した手続的な定めと解され、当該許可に
よりはじめて在学契約の解除の効力が生ずるもの
とは解することは許されないというべきである。
……」
　「以上に説示したところによれば、授業料を納
付するまで退学を認めない本件運用が学生の在学
契約の解除権の行使を制約するものであることは
明らかであるところ、退学が学生の身分に重大な
影響を及ぼすことからすれば、本件運用が学生に
及ぼす不利益の程度は看過することができず、ま
た、当該制約をすることに合理的理由があるとは
認められない。したがって、本件運用を根拠に授
業料の未納がある学生からの退学、すなわち在学
契約の解除を認めないとすることは許されないと
いうべきである。」
　したがって、裁判所は、Ｙ１は、Ｙ３の違法行為
によりＸの被った損害について賠償責任を負うべ

きであると判示した。なお、Ｙ２、Ｙ４への請求に
ついて、いずれもＸの退学願いを直接取り扱う地
位になかったことから、職務上尽くすべき注意義
務違反があると認められないとして、賠償責任を
認めなかった。

　２　Ｘの損害について
　「Ｘは、Ｙ３の違法行為によって退学願いが受理
されず、同契約の解除が認められなかったため、
……和解が成立するに至るまでこれらの訴訟・非
訟活動を余儀なくされるなど相応の労力を負担
し、これについて無形的損害を被ったものと認め
られる。……Ｘが被った無形的損害は、金銭に換
算して 5万円と評価するのが相当である。」

判例の解説

　一　国公立大学と学生との間の在学関係
　大学学納金返還訴訟に関連する一連の判決１）

（以下「平成 18 年判決」と表記する。）では、私立
大学と学生との間で締結された在学契約をめぐる
法的性質や解除の可否が問題になっていたが、本
事案におけるＹらは、国立大学であり、平成 18
年判決で示された法理をそのまま当てはめること
ができるかという問題が浮上する。
　かつて、国公立学校との在学関係は公法上の関
係であり、教育目的に必要な限度で、学生を包括
的に支配しうる特別な権力関係とする「特別権力
関係説」２）が支配的見解であった。同説によると、
在学関係における学校当局の権力行使について
は、特定の目的を達成するために個々人の自由が
制限されるとして訴訟が許されないことになる。
しかし、その後、教育基本法や学校教育法などの
公教育法規が、国公立・私立を区別していないこ
となどを根拠に、国公立との在学関係を契約関係
と捉える学説３）が主張され、また、最高裁４）が、
国公立との在学関係を私立の在学契約関係と峻別
することなく取り扱ったことにより、学説・判例
では、概ね国公立との在学関係も私立と同様に捉
える立場を採用していることになる５）。
　本事例も同様の立場をとり、Ｙ１の内規の記載
を手続的な定めであるとして、Ｙらの許可があっ
てはじめて契約の解除の効力が生ずるものではな
いと判示している。なお、Ｙ１の学生の退学につ
いて大学から「許可」を受けなければならないと
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する取り扱いは、まさしく「特別権力関係説」に
立脚したものであることから、今後、Ｙ１は、こ
うした旧態依然の対応を改めていく必要があるだ
ろう。

　二　授業料の未納がある学生による在学契約の
　　　解除権行使の可否
　本事例で問題になっている、授業料の未納があ
る場合にはこれを完納するまで退学願いを受理し
ないとする運用は、各内規に明文化されていない
が、在学契約の法的効果を伴う行為の決まり事と
して繰り返し行われていることから６）、当該運用
は事実たる慣習と解する余地がある。
　事実たる慣習が両契約当事者の間で法的効力を
有するためには、「当事者がその慣習による意思
を有しているものと認められるとき」（民 92 条）
とされており、学生が内規の運用を認識している
場合にはじめて、学生に法的拘束力が及ぶことに
なる。この点について、判例７）によれば、一般
的に認識されている慣習に関しては、当事者が反
対の意思を表示しなかった場合に、慣習による意
思があったものと解されている。そのため、例え
ば、消費者取引において事業者のみが業界慣行を
形成しており、消費者が当該慣行を知らないとい
う場合には、普遍性が欠如し、慣習は存在しない
ということになる８）。また、労働契約における就
業規則についても、労働者に周知したときに拘束
力を有するということが判例９）で示されている。
以上のことを踏まえれば、本事例での運用は、学
則に明記されておらず、学生は同運用を認識して
いないことから、慣習としての法的拘束力を持ち
合わせていないことになる。したがって、Ｙらが、
以前より授業料が未納のままでは退学願いを受理
しないというルールを繰り返し運用していたとし
ても、Ｘは、これに拘束されることなく、解除権
を自由に行使することができることになる。

　三　在学契約の複合的性質
　仮に、Ｙらの運用が学則に規定されていた場
合、それは特約として学生を拘束することになる
のか。この点を検討するにあたり、在学契約の性
質について整理していく。
　平成 18 年判決が、在学契約を「有償双務契約
としての性質を有する私法上の無名契約」と示し
たことで、在学契約の法的性質について、下級審

判決や学説などで主張されていた委任契約とは
本質的に異なるものとして捉えることになる 10）。
平成 18 年判決では、在学契約の特徴について「大
学が学生に対して、講義、実習及び実験等の教育
活動を実施するという方法で、上記の目的にか
なった教育役務を提供するとともに、これに必要
な施設等を利用させる義務を負い、他方、学生が
大学に対してこれらに対する対価を支払う義務を
負うことを中核的な要素とするものである。」と
判示するとともに、「学生が、部分社会を形成す
る組織体である大学の構成員としての学生の身
分、地位を取得、保持し、大学の包括的な指導、
規律に服するという要素」が包含されていると判
示している。すなわち、最高裁の見解によれば、
在学契約の要素のうち、教育の提供・施設の利用
の部分について、学生が学納金を対価として支払
う双務有償契約と捉えており、大学の構成員とし
ての身分取得に関しては、双務有償契約の範囲に
含んでいないことになる。実際、Ｙ１を含む国公
立大学では、学生が休学する際には学費の支払い
を免除しており、身分取得の部分については、学
納金の対価となっていないことが窺われる。
　たしかに、無名契約としたことで、契約の一部
要素について、変則的に有償契約であるとして許
容する余地がある 11）。しかしながら、このよう
に一つの契約の要素について有償と無償の区別を
して捉えるならば、大学の在学契約を学習塾や予
備校などの教育産業と同一に取り扱う余地が生ま
れ、学校教育を目的とする在学契約の本質に反す
るものになりかねない 12）。そもそも在学契約と
は、「同契約が教育という全人格的な営為を対象
とするだけに、被教育者の自発的な意思がなけれ
ば、所期の目的を達成し難い」13）ものといえる。
したがって、特約があった場合にも、教育法の原
理及び理念等に鑑み、なによりも学生の意思が尊
重されるべきであるとして、学生には、いつでも
任意に将来に向かって在学契約を解約する権利が
あることが導かれるべきであろう 14）。
　なお、あくまで一案として、在学契約とは、組
合契約類似の契約であるとの主張がある 15）。同
説によれば、学納金を、教育役務の提供、施設利
用、身分取得の対価として捉えるのではなく、学
校という特殊部分的社会において学校教育とい
う事業の遂行のための拠出金的性格を帯びたも
のであると説明することになる。大学の起源と
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されている中世ヨーロッパのウニヴェルシタス
（universitas）16）が、そもそも組合の一種として理
解されていたことからすれば、興味深い見解とい
える。仮に、在学契約を組合契約に類似のものと
解すれば、例えば、私立大学の中には休学中にも
学納金を支払う場合があるが、そうした休学中に
支払うべき学納金は、施設を利用する対価や、身
分を取得する対価ではなく、学生が大学という集
団の一員であり、所属している大学が事業を遂行
する際に必要な拠出金として支払うべきものと説
明することになる。そして、組合員契約では、組
合の存続期間を定めなかった場合には、組合員の
自由を確保するために任意の脱退を認めており
（民 678 条）、最高裁では、同規定を強行規定と解
している 17）。同説に依拠した場合、Ｙ１大学が学
生の解除権の行使を制約する特約を設けていた場
合にも、学生は解除権を自由に行使できると説明
することも可能だろう。もっとも、学生の自治会
やサークルなどの各種団体の存在のほかに、OB
とのつながり、OB としての恩恵を考慮すると、
全面的に同意することは難しい。

　四　無形的損害の意味
　本事例では、Ｘの教育を受ける権利が侵害され
て精神的苦痛を受けたとの請求に対して、「Ｙ１に
入学したからといって他の大学に入学し卒業する
機会を失ったとは直ちに認められない」として慰
謝料を認めなかったが、その一方で、退学願いが
受理されず、在学契約の解除が認められなかった
ために訴訟・非訟活動を余儀なくされるなどの相
応の労力を負担したことについては、これを無形
的損害として賠償を認めた。
　無形的損害という概念は、民 710 条に規定す
る「財産以外の損害」のうち、精神的苦痛以外
のものとして整理されており、判例 18）によれば、
法人の名誉毀損に対する損害賠償がこの範囲に当
てはまるとしている。その一方で、実質的には財
産的損害に相当するものが含まれているが、損害
額の算定根拠を立証することができないために、
財産以外の損害として位置づけたものとする説明
もある 19）。本事例での無形的損害とは、後者に
該当するものといえるだろう。すなわち、Ｘの被
害として認定された損害は、解除が認められてい
れば費やすことのなかった労力であり、この種の
損害は、本来であれば、逸失利益として判断され

るものであるが、損害額の算定の具体的根拠を示
すことが難しいため、無形的損害として判断され
たといえるだろう。
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